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 藤沢市は、藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業について、民間の資金、運営

能力及び技術力などのノウハウ等の活用により、効率的かつ効果的に施設整備

等を行うため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法

律（平成１１年法律第１１７号。以下「ＰＦＩ法」という。）に基づく事業とし

て実施することを予定しています。 
 この実施方針は、藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業について、ＰＦＩ法に

基づく特定事業の選定及び当該特定事業を実施する民間事業者の選定を行うに

当たり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関

する基本方針」（平成２４年３月２７日閣議決定。以下「基本方針」という。）

及び「ＰＦＩ事業実施プロセスに関するガイドライン」（平成１３年１月２２日

内閣府）に基づき必要となる事項を定めます。 
 

第１ 特定事業の選定に関する事項 
 
１ 特定事業の事業内容に関する事項 

 
(1) 事業名称 
藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業 

 
(2) 事業の対象となる公共施設等の名称 
（仮称）藤沢市藤が岡二丁目地区複合施設 

 
(3) 公共施設等の管理者等 
藤沢市長 鈴木 恒夫 

 
(4) 事業の目的 
 「藤沢市藤が岡二丁目地区再整備事業」（以下「本事業」という。）は、「藤

沢市公共施設再整備基本方針」（２０１４年（平成２６年）３月）及び「藤

沢市公共施設再整備プラン」（２０１４年（平成２６年）１１月）に基づき、

耐震性の低い老朽化した施設を解体し、安全性を確保するとともに、機能集

約・複合化による施設数の縮減を目的として「旧藤が岡職員住宅」及び「旧

市民病院看護師寮」の解体、「藤が岡保育園」の建て替えにあわせて、保育

園周辺に賃借している施設及び当該地域に不足している行政サービス機能

を含めた複合施設（以下「本施設」という。）として整備します。加えて、
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民間事業者が保有し運営する民間収益施設（以下「民間収益施設」という。）

を誘導することにより、入居予定の公共機能（以下「公共機能」という。）

の補完、相乗効果による施設の魅力アップと世代間交流の機会の増加などを

図ることを目的とします。 
さらに、民間事業者の資金、運営能力及び技術力などのノウハウ等を導入

し、運営方法を含め、より効果的かつ効率的なサービスの提供が可能となる

ＰＦＩ事業として構築することにより財政支出の削減及び平準化をするこ

とを目的とします。 
 

(5) 民間事業者に期待する事項 
 本事業の実施に当たり、藤沢市は、次の事項の実現を民間事業者に期待

しています。 
ア 「藤沢市公共施設再整備基本方針」、「藤が岡二丁目地区再整備基本構

想」（２０１６年（平成２８年）３月）を踏まえ、「公共施設の安全性の

確保」、「公共施設の長寿命化」等に配慮すること。 
イ 乳幼児及び児童が利用する機能及び安全・安心ステーション機能が含

まれる施設であることから、施設利用者に対する防犯性を高めるととも

に、地域の防犯や防災機能に配慮すること。 
ウ 本施設に複合化する乳幼児期から高齢期まで、ライフステージの様々

な段階で利用する公共機能に、保育学習機能や高齢者支援機能などを複

合化することにより、施設利用者や地域居住者の利便性を高めるととも

に、施設利用者の幅がより一層広がり、世代間の交流機会の拡大が図ら

れること。 
エ 効果的かつ効率的な業務遂行や、長期的な施設の維持管理・運営を見

据えた施設計画とすること等、藤沢市の財政負担の一層の軽減が図られ

ること。 
  

(6) 事業の概要 
本事業として、複合化施設の整備及び維持管理を実施します。 
選定された民間事業者（以下「選定事業者」という。）は、本事業の遂行

のみを目的とした会社法（平成１７年法律第８６号）に定められる株式会社

（以下「ＰＦＩ事業者」という。）を設立し、藤が岡保育園をはじめとする

公共機能と民間機能とを一体的に整備するものとします。 
本事業のうち、公共機能部分の統括管理業務、設計業務、建設業務、工事

監理業務及び維持管理業務（以下「ＰＦＩ事業」という。）は、ＰＦＩ法に

基づく特定事業の対象とします。なお、民間収益施設は、特定事業の範囲外
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とし、民間事業者の独立採算により事業を実施します。 
 

 
図 第１－１ 事業者の構成 

 
(7) 事業方式 
 事業方式は、ＰＦＩ事業者が、自らを本施設の原始取得者とし、藤沢市の

所有地に本施設を整備した後、本施設の公共機能部分を未使用のまま藤沢市

に引き渡し、本施設の維持管理、修繕等を行うＢＴＯ（Build Transfer 
Operate）方式の採用を基本とします。 
 ＰＦＩ事業者は、公共機能と民間収益施設を一体的に整備し、民間収益施

設部分を所有することを原則とします。ただし、ＰＦＩ事業者が民間収益施

設部分を所有しない場合、選定事業者に属する企業が所有することとします。 
 民間収益事業を実施する事業者（以下「民間収益事業者」という。）は、

自らの独立採算事業として、公共機能と一体的に整備された施設を活用し、

その運営を行います。 
 施設の維持管理運営に当たっては、藤沢市（以下「市」という。）、市が委

託する公共機能の指定管理者等、ＰＦＩ事業者及び民間収益事業者が連携し、

補完、相乗効果による施設の魅力アップと世代間交流の機会の増加などを図

ることを期待しています。 
 民間収益施設の導入に当たっては、「別紙１ 民間収益施設に期待すること
等」を参照してください。 
 なお、大規模修繕（建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行

う修繕、設備に関しては、機器、配管、配線の全面的な更新を行う修繕）は、

含みません。 
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図 第１－２ 事業スキーム図 

 

※ 定期借地権を設定する土地賃貸借契約は、民間収益施設を所有することとなるＰＦ

Ｉ事業者又は選定事業者に属する企業と締結します。 
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(8) 特定事業の範囲 
 ＰＦＩ事業者が実施する特定事業の範囲は、次のアからオに掲げるものと

します。 
ア 統括管理業務 

(ｱ) 統括マネジメント業務 
(ｲ) 総務・経理業務 
(ｳ) 事業評価業務 
イ 設計業務 

(ｱ) 事前調査業務 
(ｲ) 家屋調査業務（事前及び事後） 
(ｳ) 電波障害調査及び対策業務 
(ｴ) 地質調査及び対策業務 
(ｵ) 設計業務（解体設計、基本設計及び実施設計） 
(ｶ) 検査等対応業務 
(ｷ) 説明会等の地元住民対応業務 
(ｸ) 各種申請業務 
(ｹ) 各種許認可業務に必要な審議会等対応業務 
(ｺ) 業務に伴う報告等に必要な書類作成業務 
(ｻ) その他、業務を実施する上で必要な関連業務 
ウ 建設業務 

(ｱ) 着工前業務 
(ｲ) 既存施設解体業務 
(ｳ) 埋蔵文化財調査業務 
(ｴ) 建設工事業務 
(ｵ) 備品等の設置業務 
(ｶ) 建設工事に関する地元住民説明会等対応業務 
(ｷ) 完工後業務 
(ｸ) 検査及び引渡し業務 
(ｹ) その他、業務を実施する上で必要な関連業務 
エ 工事監理業務 

(ｱ) 着工前業務 
(ｲ) 工事監理業務 
(ｳ) 定期報告業務 
(ｴ) 業務完了時業務 
オ 維持管理業務 
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(ｱ) 建築物の点検・保守管理業務 
(ｲ) 外構施設の点検・保守管理業務 
(ｳ) 建築設備の点検・保守管理業務 
(ｴ) 警備業務 
(ｵ) 備品等保守管理業務 
(ｶ) 清掃業務 
(ｷ) 植栽維持管理業務 
(ｸ) 環境衛生管理業務 
(ｹ) 駐車場及び駐輪場の管理業務 
(ｺ) 修繕業務（施設を良好な状態に維持するための修繕をいい、大規模修

繕は含みません。） 
(ｻ) 施設全体の開設準備業務 
(ｼ) 安全管理・防災・緊急時対応業務 
(ｽ) 事業運営に係る行政等への協力業務 
(ｾ) 事業期間終了後の引継ぎ業務 

 
(9) 事業期間 
本事業の期間は、市と選定事業者との間で締結する本事業に関する契約

（以下「事業契約」という。）の締結日から２０４１年（平成５３年）３月

３１日までとします。 
 

(10) 事業スケジュール 
     ２０２１年（平成３３年）１０月の本施設の供用開始を前提に、事業スケ

ジュールを次のとおり予定します。 
ア 事業契約の締結 ２０１８年（平成３０年） ３月頃 
イ 本施設の供用開始 ２０２１年（平成３３年）１０月頃 
ウ 事 業 完 了 ２０４１年（平成５３年） ３月 
 

(11) ＰＦＩ事業者の収入 
ＰＦＩ事業者の収入は、次のとおり予定しています。 

ア 設計業務、建設業務及び工事監理業務に対する対価 
市は、本施設の設計業務、建設業務及び工事監理業務に係る対価につい

て、市への所有権移転後、事業期間終了までの間、事業契約書に定める額

を支払います。 
イ 維持管理業務に係る対価 
市は、本施設の統括管理業務、維持管理業務に係る対価について、事業
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期間終了までの間、事業契約書に定める額を支払います。 
 

(12) 民間収益事業者の収入 
民間収益事業者は、自らの提案により、ＰＦＩ事業者と連携して民間収益

施設を整備し、その施設を利用した民間収益事業を実施します。当該事業は、

民間収益事業者が独立採算で実施し、その収入は、民間収益事業者の収入と

なります。 
 
(13) 土地の使用 
民間収益施設に供する敷地について、民間収益施設の所有者は、定期借

地権を設定する土地賃貸借契約書に基づき、市が定める貸付料を支払うも

のとします。土地賃貸借契約期間は、少なくとも事業期間中とし、それ以

上の期間については、民間事業者の提案により協議します。 
土地貸付料は、「別紙２ 土地の貸付料について」を確認してください。 

 
(14) 本事業の実施に関する協定等 
 市は、ＰＦＩ法に定める手続きに従い、本事業を実施するため、次のア及

びイに掲げる協定等を締結します。 
 
ア 基本協定 
市は、本事業の円滑な実施に必要な基本的事項を定めた基本協定を選 

定事業者と締結します。 
イ 事業契約 
市は、ＰＦＩ事業者との間で基本協定の定めるところにより、仮契約

を締結し、藤沢市議会の議決を経た後に、事業契約締結となります。 
市は、ＰＦＩ事業者又は選定事業者に属する企業と、基本協定の定め

るところにより、行政財産に定期借地権を設定する土地賃貸借契約を締

結します。 
  
(15) 遵守すべき法令及び許認可等 
ＰＦＩ事業者は、本事業の実施に当たり必要とされる関係法令（関係する 

施行令、施行規則、条例等を含む。）を遵守してください。 
 
ア 法令 

(ｱ) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 
(ｲ) 地方自治法 
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(ｳ) 社会教育法 
(ｴ) 都市計画法 
(ｵ) 建築基準法 
(ｶ) 宅地造成等規制法 
(ｷ) 消防法 
(ｸ) 景観法  
(ｹ) 駐車場法 
(ｺ) 屋外広告物法 
(ｻ) 文化財保護法 
(ｼ) 建設業法 
(ｽ) 電波法 
(ｾ) 水道法 
(ｿ) 下水道法 
(ﾀ) 電気事業法 
(ﾁ) ガス事業法 
(ﾂ) 道路法 
(ﾃ) 環境基本法 
(ﾄ) 騒音規制法 
(ﾅ) 振動規制法 
(ﾆ) 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 
(ﾇ) 労働基準法 
(ﾈ) 労働安全衛生法 
(ﾉ) 石綿障害予防規則 
(ﾊ) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 
(ﾋ) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
(ﾌ) エネルギーの使用の合理化に関する法律 
(ﾍ) 資源の有効な利用の促進に関する法律 
(ﾎ) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 
(ﾏ) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 
(ﾐ) 児童福祉法 
(ﾑ) 特定都市河川浸水被害対策法 
(ﾒ) 借地借家法 
(ﾓ) 子ども・子育て支援法 
(ﾔ) その他関連法令等 

 
イ 条例等 
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(ｱ) 神奈川県建築基準条例 
(ｲ) 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例 
(ｳ) 神奈川県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 
(ｴ) 神奈川県文化財保護条例 
(ｵ) 藤沢市特定開発事業等に係る手続及び基準に関する条例 
(ｶ) 藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 
(ｷ) 藤沢市保育所条例 
(ｸ) 藤沢市地域市民の家条例 
(ｹ) 藤沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め
る条例 

(ｺ) 藤沢市都市景観条例 
(ｻ) 藤沢市中高層建築物の日影に関する条例 
(ｼ) 藤沢市環境基本条例 
(ｽ) 藤沢市屋外広告物条例 
(ｾ) 藤沢市地域子どもの家条例 
(ｿ) 藤沢市火災予防条例 
(ﾀ) その他関連条例等 

 
ウ 適用する基準類 
本事業で次の基準類を適用する場合、各基準類が示す性能又は維持すべ

き性能や状態を仕様として求めるもので、当該性能や状態を満たす他の仕

様を排除するものではありません。また、末尾に※印が付された基準類に

ついては、参照する基準類として扱うものとします。 
なお、基準類は、すべて最新版を用いるものとし、本事業期間中に改定

された場合は、改定内容への対応等について市とＰＦＩ事業者で協議を行

うものとします。 
(ｱ) 官庁施設の基本的性能基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
(ｲ) 官庁施設の基本的性能に関する技術基準（国土交通省大臣官房官庁営
繕部監修） 

(ｳ) 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕
部監修） 

(ｴ) 環境配慮型官庁施設計画指針（グリーン庁舎計画指針）（建設省営設
発第２９の２） 

(ｵ) 公共建築工事内訳書標準書式（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
(ｶ) 公共建築工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工
事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
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(ｷ) 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編・電気設備工事編・機械設
備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

(ｸ) 建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）※ 
(ｹ) 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編・機械設備工事編）（国土
交通省大臣官房官庁営繕部監修）※ 

(ｺ) 公共建築工事積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
(ｻ) 公共建築工事共通費積算基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
(ｼ) 建築構造設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
(ｽ) 建築工事安全施工技術指針（平成７年５月２５日 建設省営監発第１
３号） 

(ｾ) 建築保全業務共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）※ 
(ｿ) 建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
(ﾀ) 電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
(ﾁ) 機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
(ﾂ) 建築物解体工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 
(ﾃ) 放課後児童クラブ運営指針（平成２７年３月３１日雇児発０３３１第
３４号） 

(ﾄ) 保育所設置認可に係る審査基準（神奈川県） 
(ﾅ) 保育所設置認可に係る行政指導の指針（神奈川県） 
(ﾆ) 藤沢市公共施設等に関する防犯上のガイドライン 
(ﾇ) 藤沢市景観計画 
(ﾈ) その他関連基準等 

 
(16) 事業期間終了時の措置 
 市は、事業期間終了後、本施設の公共機能部分を継続して公の施設とし

て使用する予定です。ＰＦＩ事業者は、公共機能部分を事業期間終了時に、

要求水準書に定める「事業期間終了時の水準」を満足する状態で本施設を

市に引き継ぐものとします。 
 民間収益施設を使用した民間収益事業は、事業期間終了後においても事

業を継続して実施する方策の検討を望みますが、やむを得ず事業を終了す

る場合、２０４１年（平成５３年）３月以降にあっては、市は、民間収益

施設を買い取ることができることとし、購入金額は事業期間終了の１年前

より残存簿価を前提に民間収益施設の所有者と協議して決定することと

します。 
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２ 特定事業の選定方法に関する事項 
 
(1) 選定基準 
 市は、自らが本施設の施設整備及び維持管理をした場合の事業期間全体を

通じた公的財政負担の見込額の現在価値（以下「ＰＳＣ」という。）と本実

施方針に示した内容に基づいてＰＦＩ事業者に本施設の施設整備及び維持

管理を委ねた場合の事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価

値（以下「ＰＦＩ事業のＬＣＣ」という。）とを比較し、ＰＦＩ事業のＬＣ

ＣがＰＳＣを下回る場合に、ＶＦＭ（Value For Money）があるものとし、
ＰＦＩ事業としての実施可能性等を勘案した上で、ＰＦＩ事業として実施す

ることが適切であると判断した場合においては、ＰＦＩ法第７条に基づき特

定事業として選定します。 
 

(2) 評価方法 
市は、ＰＦＩ法、基本方針及び「ＶＦＭ（Value For Money）に関するガ

イドライン」（２００１年（平成１３年）７月２７日）などに基づき評価す

ることとし、市自らが公共機能のみの施設として施設整備及び維持管理を実

施した場合と、ＰＦＩ事業者にこれらの実施を委ねた場合とで、達成される

成果の水準が同一と認められ公的財政負担の縮減が期待できる場合にＶＦ

Ｍがあるものと評価します。 
 

(3) 選定結果の公表 
市は、ＰＦＩ法第７条に基づき特定事業とした場合は、その判断の結果を

評価の内容と併せて、市のホームページにおいて速やかに公表します。 
また、客観的に評価した結果、特定事業の選定を行わないとした場合も同

様の方法で公表します。 
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第２ 民間事業者の募集及び選定に関する事項 
 

１ 民間事業者の募集及び選定 
本事業は、ＰＦＩ事業と民間収益事業の複合事業であり、公共機能と民間収

益施設との相乗効果を期待するもので、その効果について十分考慮した上で、

プロポーザル方式により民間事業者を選定します。 
  
２ 民間事業者の選定方法 
本事業は、複数の企業による民間事業者グループ（以下「応募グループ」と

いう。）での応募を求めるものとします。選定方法は、次のとおりです。 
(1) 参加資格の確認 
 応募グループが参加資格を有していること及び一定の実績を有すること

などについて、形式面での資格の確認を行います。 
(2) 提案審査 
「(1)参加資格の確認」において、本事業を実施するために必要な資格を

有すると確認された応募グループから、ＰＦＩ事業に係る具体的な業務の実

施方法や民間収益事業の内容等について提案を受け、提案内容を総合的に評

価した上で、民間事業者を選定します。 
 なお、提案の評価基準、提案書の提出方法、提出時期及び提出書類の詳細

等については、プロポーザル実施要綱等の公表時に示します。 
 
３ 民間事業者の選定手順 

 
 市は、次の手順により、民間事業者を選定することを予定しています。なお、

具体的な日程については、プロポーザル実施要綱等の公表時に示します。 
 
日程 実施事項 

２０１６年(平成２８年)１１月 実施方針等の公表 

２０１６年(平成２８年)１１月 実施方針等に関する説明・見学会参加申込み 

２０１６年(平成２８年)１１月 実施方針等に関する説明・見学会の開催 

２０１６年(平成２８年)１１月 実施方針等に関する質問・意見の受付 

２０１７年(平成２９年) ２月 特定事業の選定・公表 

２０１７年(平成２９年) ３月 プロポーザル実施要綱等公表  

２０１７年(平成２９年) ４月 実施要綱等に関する説明会等の開催 

２０１７年(平成２９年) ４月 実施要綱等に関する質問の受付・回答（１回目） 

２０１７年(平成２９年) ５月 参加表明書の受付  

２０１７年(平成２９年) ５月 実施要綱等に関する質問の受付・回答（２回目） 
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２０１７年(平成２９年) ６月 提案書の提出 

２０１７年(平成２９年) ７月 プレゼンテーションの実施 

２０１７年(平成２９年) ８月  優先交渉権者の決定・公表 

２０１７年(平成２９年) ９月 基本協定の締結 

２０１７年(平成２９年) １２月 事業仮契約の締結 

２０１８年(平成３０年) ３月 事業契約の締結  

＊市は、必要に応じて提案書の内容についてヒアリングを行う場合があります。 
＊今後、日程を変更する場合があります。 
 
 

４ 審査委員会の設置と評価 
審査は、学識経験者等と市の職員とで構成する「藤沢市公共施設再整備等審

査検討委員会」（以下「審査委員会」という。）で行います。 
審査委員会は、応募グループの提案内容を評価し、最優秀提案者及び優秀提

案者を選定します。市は、審査委員会の選定結果を基に、最優秀提案者及び優

秀提案者を決定します。 
 
５ 提出書類の概要 

(1) 提出書類の内容 
 参加資格の確認として、参加表明書等の確認資料の提出を応募グループに

求めます。 
 提案審査においては、次のアからエまでに掲げる事項を主な内容として含

む提案書の提出を求めることを予定しています。 
ア 事業計画に関する提案 
イ 施設整備に関する提案 
ウ 維持管理に関する提案 
エ 民間収益事業に関する提案 

 
(2) 提出書類の取扱い 
ア 著作権等 
提出書類の著作権は、当該書類を提出した応募グループに帰属します。

ただし、市が必要と判断した場合は、無償で使用及び修正する権利を持つ

ものとし、提案者は、著作者人格権を主張しないものとします。なお、公

表する内容は、提案した提案書類提出者の同意を得て行います。また、提

出された書類は、返却しません。 
イ 特許権等 
 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の



14 

法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料、施

工方法、維持管理方法等を使用した結果生じる責任は、原則として提案を

行った応募グループが負います。 
ウ 資料の公表 
 市は、民間事業者の選定後、審査結果の公表の一環として、必要に応じ

て、応募グループから提出される書類の一部を公開する場合があります。 
 なお、公開に際しては、提案した応募グループのノウハウや手法を特定

することができる内容等、公表することにより提案した応募グループの権

利が阻害されると認められる内容を除くものとし、詳細については、市と

各応募グループとの間で協議するものとします。 
 

６ 応募グループの参加資格要件 
(1) 応募グループの構成 
ア 応募グループは、「第１－１－(8)特定事業の範囲」に掲げる業務を実施
することを予定する複数の企業並びに民間収益事業者を含む複数の企業

等（社団、財団法人等を含む。以下同じ。）によって構成されるグループ

とします。 
イ 応募グループを構成する企業等のうち、基本協定の締結後にＰＦＩ事業

者に出資を行い、ＰＦＩ事業に係る業務を請け負う者を「構成員」、ＰＦ

Ｉ事業者に出資を行わず、ＰＦＩ事業に係る業務を請け負う者を「協力企

業」、また、その他の者を「その他企業」とし、参加資格確認の申請時に

構成員、協力企業、その他企業のいずれの立場であるかを明らかにしてく

ださい。 
また、ＰＦＩ事業者の株主は、次の(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たすものとし

ます。 
(ｱ) 構成員である株主がＰＦＩ事業者の株主総会における全議決権の２
分の１を超える議決権を保有し、かつ、構成員以外の株主の議決権保有

割合が株主中最大とならないこと。 
(ｲ) ＰＦＩ事業者の株主は、原則としてＰＦＩ事業の事業契約が終了する
までＰＦＩ事業者の株式を保有することとし、事前に市の書面による承

諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他一切の処分を行わな

いこと。 
ウ 応募グループ以外で、ＰＦＩ事業者に出資を予定している者がいる場合

には、提案時にその出資予定者を明らかにしてください。 
エ 構成員の中から代表企業を定め、当該代表企業が応募手続きを行ってく

ださい。 
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オ 応募に当たり、応募グループを構成する企業それぞれが「第１－１－(8)
特定事業の範囲」に掲げる業務のうち、いずれを実施するかを明らかにし

てください。なお、一者が複数の業務を兼ねて実施することは、差し支え

ありません。ただし、同一の者又は相互に資本面若しくは人事面において

関連のある者が、建設業務と工事監理業務を行うことはできないものとし

ます。 
カ 「第２－６－(1)応募グループの構成－オ」において、「資本面若しくは
人事面において関連のある者」とは、次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する者をいい
ます。 

(ｱ) 資本面 
当該企業の発行済み株式総数の１００分の５０を超える普通株式を

有し又はその出資の総額の１００分の５０を超える出資をしている者 
(ｲ) 人事面 
 当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者 

キ 応募グループを構成する企業の変更は、認めません。ただし、提案書の

提出期限までに、応募グループを構成する企業を変更せざるを得ない事

情が生じた場合は市と協議するものとし、その内容を勘案し市が認めた

場合に限り変更を認めます。 
ク 応募グループを構成する企業のいずれかが、他の応募グループを構成す

る企業でないこと。 
ケ 応募グループを構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のあ

る者が、他の応募グループを構成する企業でないこと。ただし、当該応

募グループの協力企業又はその他企業と資本関係又は人的関係のある者

が他の応募グループの協力企業又はその他企業である場合を除きます。 
コ 「第２－６－(1)応募グループの構成－ケ」において、「資本関係又は人
的関係のある者」とは、次の(ｱ)又は(ｲ)に該当する者をいいます。 

(ｱ) 資本関係 
「資本関係」とは、次の a 又は b のいずれかに該当する場合の二者  

の関係をいいます。ただし、a について子会社（会社法第２条第３号及
び会社法施行規則（平成１８年法務省令第１２号）第３条の規定による

子会社をいう。以下同じ。）又は b について、子会社の一方が、会社更
生法（平成１４年法律第１５４号）第２条第７項に規定する更生会社（以

下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）

第２条第４号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除き

ます。 
ａ 親会社（会社法第２条第４号及び会社法施行規則第３条の規定によ
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る親会社をいう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合 
ｂ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(ｲ) 人的関係  
「人的関係」とは、次の a又は bのいずれかに該当する場合の二者の

関係をいいます。ただし、a については、会社の一方が更生会社又は民
事再生法第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会社である場合

は除きます。 
ａ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 
ｂ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は

民事再生法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼

ねている場合 
(ｳ) その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 
その他「第２－６－(1) 応募グループの構成－コ(ｱ)資本関係」又は「第

２－６－(1) 応募グループの構成－コ－(ｲ)人的関係」と同一視し得る資
本関係又は人的関係が認められる場合 

 
(2) 応募グループを構成する企業に共通の参加資格要件 
次に掲げる者が本事業に参加することができます。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に該当し

ない者。 
イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条及び改正前の会社更

生法（昭和２７年法律第１７２号）第３０条の規定による更生手続き開

始の申立てがなされていない者。 
ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手

続き開始の申立てがなされていない者。 
エ 参加表明書の提出期限の日から優先交渉権者の決定までの期間に、藤沢

市競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成１６年７月１日施行）に

基づく指名停止措置を受けていない者。 
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第３条又は第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴

力団等の構成員を役員、代理人、支配人その他の使用人又は代理人とし

て使用していない者。 
カ 個人にあっては、藤沢市暴力団排除条例（平成２３年条例第１８号）第

２条に規定する暴力団員ではない者。法人にあっては、暴力団経営支配

法人ではない者。 
キ 市が本事業のアドバイザリー業務を委託した者と資本面若しくは人事
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面において関連がない者。 
ク 審査委員会の委員が所属する企業と資本面若しくは人事面において関

連のない者。 
ケ 直近１年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない

者。 
コ 構成員、協力企業及びその他企業については、ＰＦＩ法第９条第１項各

号のいずれかに該当しない者。 
サ「第２－６－(2)応募グループを構成する企業に共通の参加資格要件キ及
び同ク」の「資本面若しくは人事面において関連がない者」とは、「第２

－６－(1)応募グループの構成カ」に該当しない者をいう。 
 

(3) 設計企業の参加資格要件 
 応募グループを構成する企業のうち、設計業務を実施する者（以下「設計

企業」という。）は、次のアからエまでの要件を満たすものとします。 
ア 建築設計に係るかながわ電子入札共同システム平成２９・３０年度競争

入札参加資格登録認定を藤沢市長から受けていること。当該認定を受け

ていない場合には、同システム平成２９・３０年度競争入札参加資格登

録認定申請を行い「第２－(7) 参加資格確認基準日」に定める参加資格確
認基準日までに審査を受け、当該認定を取得していること。 

イ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条に基づく一級建築士事

務所の登録を行っている者であること。 
ウ ２００６年（平成１８年）４月１日から２０１６年（平成２８年）３月

３１日までの間に設計が完了した延べ面積４，０００㎡以上の庁舎又は

事務所若しくはこれに類似する施設の基本設計及び実施設計の元請け

（新築又は改築に限る。）の実績を有し、かつ、同期間に設計が完了した

延べ面積５００㎡以上の保育園、幼稚園又はそれらを含む複合施設の基

本設計及び実施設計の元請けの実績を有していること。 
エ 設計業務を複数の設計企業が分担して行う場合にあっては、いずれの企

業においても「第２－６－(3)設計企業の参加資格要件ア及び同イ」を満
たしていること。「第２－６－(3)設計企業の参加資格要件ウ」については、
いずれかの企業が満たしていることで足りるものとします。 

 
(4) 建設企業の参加資格要件 
 応募グループを構成する企業のうち建設業務を実施する者（以下「建設企

業」という。）は、次のアからオまでの要件を満たすものとします。 
ア 建築一式に係るかながわ電子入札共同システム平成２９・３０年度競争
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入札参加資格登録認定を藤沢市長から受けていること。当該認定を受け

ていない場合には、同システム平成２９・３０年度競争入札参加資格登

録認定申請を行い「第２－６－(7)参加資格確認基準日」に定める参加資
格確認基準日までに審査を受け、当該認定を取得していること。 

イ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に基づく特定建設

業の許可を受けていること。 
ウ 建設企業は、建設業法第２７条の２３第１項に定める経営事項審査にお

いて、直近で、かつ有効な建築一式の総合評定点が８００点以上である

こと。 
エ ２００６年（平成１８年）４月 1日以降に完成した、延べ床面積４，０
００㎡以上の庁舎又は事務所若しくはこれに類似する施設の施工実績が

あること。なお、その施工実績が共同企業体の場合は、当該共同企業体

の構成員の中で最大の出資比率を有するものであること。 
オ 建設業務を複数の建設企業が分担して行う場合にあっては、いずれの企

業においても「第２－６－(4)建設企業の参加資格要件ア及び同イ」を満
たしていること。「第２－６－(4)建設企業の参加資格要件ウ及び同エ」に
ついては、いずれかの企業が満たしていることで足りるものとします。 

 
(5) 工事監理企業の参加資格要件 
 応募グループを構成する企業のうち、工事監理業務を実施する者（以下「工

事監理企業」という。）は、次のアからウまでの要件を満たすものとします。 
ア 建築設計に係るかながわ電子入札共同システム平成２９・３０年度競争

入札参加資格登録認定を藤沢市長から受けていること。当該認定を受け

ていない場合には、同システム平成２９・３０年度競争入札参加資格登

録認定申請を行い、「第２－６－(7) 参加資格確認基準日」に定める参加
資格確認基準日までに審査を受け、当該認定を取得していること。 

イ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２３条に基づく一級建築士事

務所の登録を行っている者であること。 
ウ ２００６年（平成１８年）４月１日から２０１６年（平成２８年）３月

３１日までの間に設計が完了した延べ面積４，０００㎡以上の庁舎又は

事務所若しくはこれに類似する施設の基本設計及び実施設計の元請け

（新築又は改築に限る。）の実績を有し、かつ、同期間に設計が完了した

延べ面積５００㎡以上の保育園、幼稚園又はそれらを含む複合施設の基

本設計及び実施設計の元請けの実績を有していること。 
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(6) 維持管理企業の参加資格要件 
 応募グループを構成する企業のうち、維持管理業務を実施する者（以下「維

持管理企業」という。）は、次のアからウまでの要件を満たすものとします。 
ア 役務の提供等に係るかながわ電子入札共同システム平成２９・３０年度

競争入札参加資格登録認定を藤沢市長から受けていること。当該認定を

受けていない場合には、同システム平成２９・３０年度競争入札参加資

格登録認定申請を行い、「第２－６－(7) 参加資格確認基準日」に定める
参加資格確認基準日までに審査を受け、当該認定を取得していること。 

イ 維持管理業務を実施するに当たって必要な資格（許可、登録、認定等）

を有すること。 
ウ 維持管理業務を複数の維持管理企業が分担して行う場合にあっては、い

ずれの維持管理企業においても「第２－６－(2)応募グループを構成する
企業に共通の参加資格要件ア及び同イ」を満たしていること。 

 
(7) 参加資格確認基準日 
 参加資格確認基準日は、提案書の提出期限の最終日とします。 
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第３ 民間事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な 

実施の確保に関する事項 
 

１ 民間事業者の責任の明確化に関する事項 
 

(1) 責任分担の基本的な考え方 
ＰＦＩ事業における統括管理業務、設計業務、建設業務、工事監理業務及

び維持管理業務における業務遂行上の責任は、ＰＦＩ事業者が負うものとし

ます。 
ただし、市の責に帰すべき合理的な理由があるものについては、市が責任

を負うものとします。 
民間収益事業の実施に係る責任は、市の責に帰すべき合理的な理由がある

ものを除き、民間収益事業者が負うものとします。 
なお、民間収益事業者の責めに帰すべき事由により、民間収益事業が実施

できない場合には、ＰＦＩ事業者並びに選定事業者の構成員、協力企業又は

その他企業は、民間収益事業者の代替事業者を確保するよう務めるものとし

ます。 
 

(2) 想定されるリスクの責任分担 
 ＰＦＩ事業の実施に際して想定されるリスクと当該リスクに対する責任

分担は、事業契約書に定めます。 
 

 
２ ＰＦＩ事業者の責任の履行の確保に関する事項 
 

(1) 事業の実施状況のモニタリング及び改善要求措置 
ア 市が実施するモニタリング 
 市は、ＰＦＩ事業者が実施する設計業務、建設業務、工事監理業務及び

維持管理業務の実施状況について、モニタリングを行い、事業契約で定め

られた性能基準、サービス水準及び契約条項をＰＦＩ事業者が遵守してい

ることを確認します。 
 なお、モニタリングの方法等は、別途、事業契約書に定めますが、概要

は、次のとおりとします。 
(ｱ) 設計時 
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 市は、ＰＦＩ事業者による設計が、提案書及び要求水準書に適合する

ものであるか否かについて、確認を行います。 
(ｲ) 工事施工前 
 市は、「第３－２－(1)－ア 市が実施するモニタリング(ｱ)設計時」の実
施後、工事施工前までに事業契約書で定めた工事の実施に必要となる要

件を充足しているか否かについて確認を行います。 
(ｳ) 工事施工中 
 市は、ＰＦＩ事業者が設置する工事監理企業から定期的に報告を受け、

工事施工及び工事監理の状況について確認を行うとともに、本施設が設

計図書に従って建設されていることを確認するため、建設工事期間中、

必要な事項に係る中間確認を実施します。 
(ｴ) 工事完成・引き渡し時 
 市は、ＰＦＩ事業者から提出される施工記録及び完成検査結果の報告

を受け、施設が要求水準書に適合している状況を現場で確認を行います。 
(ｵ) 施設供用開始後 
 市は、施設供用開始後において、要求水準書どおり維持管理業務が遂

行されているか、随時又は定期的に業務の実施状況を確認します。 
(ｶ) 事業期間中 
 市は、ＰＦＩ事業者の財務状況を把握するため、事業期間中の毎年度、

ＰＦＩ事業者より公認会計士等による監査を経た財務状況について報

告書の提出を求め、ＰＦＩ事業者がＰＦＩ事業を円滑に遂行しうる財務

状況であるか確認します。 
 なお、財務状況については、ＰＦＩ事業者に資金を融資する金融機関、

融資機関、融資団から、財務状況のモニタリングに関して事業期間中継

続的に協力を得ることを予定しています。ＰＦＩ事業者は、その点につ

き、金融機関等から協力が得られるよう十分配慮してください。 
イ ＰＦＩ事業者が実施するセルフモニタリング 
 ＰＦＩ事業者は、自らが実施する業務の実施状況について、セルフモニ

タリングを行い、サービス水準及び契約条項を遵守していることを確認し、

その結果を市に報告するものとします。 
 セルフモニタリングの具体的な方法については、ＰＦＩ事業者の提案を

基に、市と協議の上、決定します。 
ウ モニタリングに必要な費用 
 市が実施するモニタリングに必要な費用は、市が負担しますが、モニタ

リングに必要な書類の整備は、ＰＦＩ事業者の費用負担により行うものと

します。 
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 また、ＰＦＩ事業者が自ら実施するセルフモニタリング等については、

ＰＦＩ事業者の費用負担により自らの責任において行うものとします。 
 

エ 改善要求、支払の減額等 
 市は、モニタリングの結果、ＰＦＩ事業者の帰責事由により要求水準が

達成されていないことが明らかになった場合には、ＰＦＩ事業者に維持管

理業務の方法の改善、当該業務を実施する者の変更等を求めるほか、ＰＦ

Ｉ事業者に支払うべきサービス対価のうち、維持管理費及びその他の費用

を減額することができるものとします。詳細は、プロポーザル実施要綱等

の公表時に示します。 
 

(2) 業務の履行の検査等 
ア 施設の完成検査 
 市は、本施設の引渡しを受ける前に、本施設の状態が事業契約書に定め

られた水準を満たしているか否かについて検査を行います。市は、検査の

結果、本施設が事業契約書に定めた条件に適合しない場合は、ＰＦＩ事業

者に補修を求め、検査の合格後、所有権の移転をもってサービス対価のう

ち設計業務、建設業務及び工事監理業務に係る費用を事業契約書に基づき

支払うものとします。 
 

イ 維持管理業務の検査 
 市は、各支払期の業務完了時に検査を行い、サービス対価のうち統括管

理業務及び維持管理業務に係る費用を支払います。 
 なお、「第３－２－(2)－ア施設の完成検査」による検査の結果、事業契
約書に定めた条件に適合しない場合、市は、「第３－２－(1)－エ改善要求、
支払の減額等」の措置を講じます。 
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第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 
 

１ 立地に関する事項 
 本施設の敷地の概要は、次のとおりです。詳細は、要求水準書において示し

ます。 
 
(1) 立地条件 
ア 地名地番 藤沢市藤が岡二丁目３番１他４筆 
イ 敷地面積 ３，１０４．２３㎡（公簿面積） 
ウ 用途地域等 第一種中高層住居専用地域 

 建ぺい率  ６０％ 
 容積率  ２００％ 
 準防火地域 
エ 日影規制 測定面の平均地盤面からの高さ…４ｍ 

   敷地境界線からの水平距離が５ｍを超え１０ｍ以内の範

囲における日影時間…３時間 
敷地境界線からの水平距離が１０ｍを超える範囲におけ

る日影時間…２時間 
オ その他 宅地造成工事規制区域 

 埋蔵文化財包蔵地 
 
(2) 敷地の位置 
 本事業の敷地は、藤沢駅の北東にあ

る、小高い丘の上に位置しています。 
  藤沢駅より約１ｋｍ（徒歩１４分

程度）で、中高層の建物と戸建住宅が

整然と区画された中で建設され、落ち

着いた雰囲気の閑静な住宅地です。 
交通の便としては、藤沢駅北口から

バス路線（藤１０１、藤１０２、藤１

０３）があり、当該敷地の北側道路や

至近の道路にそれぞれの停留所が設

置され、公共交通の利便性の高い場所

です。 
 

図 第４－１ 敷地位置図 
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(3) 現状配置図 
対象敷地は、次の図の破線（道路境界線及び隣地境界線）で囲まれた部

分とします。 
 

 
図 第４－２ 現状配置図 

 
２ 本施設の計画に関する事項 

 
 本施設の計画の概要は、次のとおりです。 
施設規模 ５，３２０㎡程度（民間収益施設を含む） 
入居予定 
公共機能 

藤が岡保育園、藤が岡つどいの広場、藤が岡市民の家、 
放課後児童クラブ、地域子どもの家、コミュニティスペース、 
防災備蓄倉庫 

駐車場 １１台以上とし、導入する民間機能に合わせ適宜設置してくだ

さい。 
駐輪場 ５０台以上とし、導入する民間機能に合わせ適宜設置してくだ

さい。 
民間収益施設 民間収益事業者の提案によります。 
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導入する施設・機能名称、主な利用者及び機能を配置上の留意事項は、次の

とおりです。 

施設･機能名称 
主な 

利用者 
配置上の留意事項 

既
存
施
設 

藤が岡保育園 未就学児 

・ 園庭は、敷地南東側に配置（５００㎡程度）し、

児童が利用する室は、1階に配置することとし

ます。 

・ 保育部門を複層化する場合には、保育園専用の

階段及びエレベーターを設置することとしま

す。 

藤が岡 

つどいの広場 
未就学児 
と保護者 

・ 保育園の園庭に面して設けるか、テラスなど屋

外で遊べる空間を確保することとします。 

・ 保育園と連携して事業を展開するため、近接し

て配置することとします。 

・ 室内から園庭やテラスが死角なく見渡せるよ

うにすることとします。 

藤が岡 

市民の家 
地域住民 

－ 

放課後 

児童クラブ 
小学生 

・ 地域子どもの家と施設外に出ることなく行き

来できる計画としてください。 

新

規

施

設 

地域 

子どもの家 

未就学児 
小学生 
中学生 

・屋内遊具を設置することとします。 

コミュニティ 

スペース 
地域団体 

・ 安全・安心ステーションの機能を兼ねるため、

１階南西側付近に設けることとします。 

防災備蓄倉庫 - 
・ 備蓄品の搬出入や災害時の利便性を考慮し、駐

車場に近接して配置することとします。 

民間収益施設 ・ 民間事業者の提案によることとします。 

共用部 
（駐車場、階段、廊下等） 

・ 各機能の運営時間・開館日が異なるため、施錠

管理等が行いやすいように配置することとし

ます。 
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第５ 事業契約又は協定の解釈について疑義が生じた場合 

の措置に関する事項 
 

１ 疑義が生じた場合の措置 
 市が公募手続きにおいて配布した一切の資料、当該資料に係る質問回答書及

び応募グループが提出した提案書並びに市と選定事業者との間で締結された

協定等の解釈に疑義が生じた場合は、市とＰＦＩ事業者及び民間収益事業者が、

本事業の円滑な遂行を前提とし、誠意をもって協議の上、解決を図るものとし

ます。 
 なお、このため、事業契約の締結後、市、ＰＦＩ事業者及び民間収益事業者

が参画する関係者による協議会を設置することとします。 
 

２ 管轄裁判所の指定 
 基本協定及び事業契約に係る紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専

属管轄裁判所とします。 
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第６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関す 

る事項 
 

１ 事業の継続が困難となる事由が発生した場合の措置 
 本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、事業契約書に定める事由

ごとに市又はＰＦＩ事業者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じる

ものとします。 
 
２ 事業の継続が困難となった場合の措置 
 修復その他の措置を講じたにもかかわらず、本事業の継続が困難となった場

合は、事業契約書の定めるところにより本事業を終了します。 
 
(1) ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場 
 合 
ア ＰＦＩ事業者が提供するサービスが、事業契約書に定める要求水準を達

成していないことが明らかとなった場合、その他事業契約書に定めるＰＦ

Ｉ事業者の帰責事由に基づく債務不履行又はその懸念が生じた場合、市は、

ＰＦＩ事業者に対して改善勧告を行い、一定期間内に改善計画の提出及び

実施を求めることができることとします。ただし、ＰＦＩ事業者が当該期

間内に改善することができなかった場合、市は、事業契約を解除すること

ができるものとします。 
イ ＰＦＩ事業者が倒産し又はＰＦＩ事業者の財務状況が著しく悪化し、そ

の結果、事業契約書に基づく本事業の継続的な履行が合理的な理由により

困難と考えられる場合、市は、事業契約を解除できるものとします。 
ウ 「第６－２－(1)ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由により事業の継続
が困難となった場合ア及び同イ」の規定により市が事業契約を解除した場

合、事業契約書の定めるところにより、市は、ＰＦＩ事業者に対して損害

賠償の請求等を行うことができるものとします。 
 

(2) 市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難となった場合 
ア 市の帰責事由に基づく債務不履行により事業の継続が困難となった場

合、ＰＦＩ事業者は、事業契約を解除できるものとします。 
イ 「第６－２－(2)市の責めに帰すべき事由により事業の継続が困難とな
った場合ア」の規定によりＰＦＩ事業者が事業契約を解除した場合、市は、



28 

事業契約の定めるところにより、ＰＦＩ事業者に生じた損害を賠償するこ

ととします。 
 

(3) いずれの責めにも帰さない事由により事業の継続が困難となった場合 
ア 市又はＰＦＩ事業者の責めに帰すことのできない不可抗力その他の事

由により本事業の継続が困難となった場合、市及びＰＦＩ事業者との間

で本事業の継続の可否について協議します。 
イ 一定の期間内に「第６－２－(3)いずれの責めにも帰さない事由により
事業の継続が困難となった場合ア」の協議が整わない場合は、市が協議

の内容を踏まえ、本事業の継続の可否を決定することとし、市は、事前

にＰＦＩ事業者に通知することにより事業契約を解除します。 
ウ 事業契約を解除する場合の措置については、事業契約書の定めに従いま

す。 
エ 不可抗力の定義については、事業契約書に定めます。 
 

３ 金融機関、融資機関又は融資団と市との協議 
 市は、本事業の安定的な継続を図ることを目的として、ＰＦＩ事業者にＰＦ

Ｉ事業に関する資金を供給する融資機関又は融資団と協議を行い、当該融資機

関又は融資団と直接、協定を締結することがあります。 
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第７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の 

支援に関する事項 
 

１ 法制上及び税制上の措置に関する事項 
 市は、ＰＦＩ事業者がＰＦＩ事業を実施するに当たり、法制上及び税制上の

優遇措置等は想定していませんが、法改正等により措置が適用される場合には、

これらの措置をＰＦＩ事業者が受けることができるように努めます。 
 

２ 財政上及び金融上の支援に関する事項 
 ＰＦＩ事業者がＰＦＩ事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を

受けることができる可能性がある場合は、市は、これらの支援をＰＦＩ事業者

が受けることができるように努めます。 
 

３ その他の措置及び支援に関する事項 
 市は、ＰＦＩ事業者がＰＦＩ事業を実施するに当たり必要な許認可等の取得

について、必要に応じて協力します。 
 また、法改正等により、その他の支援が適用される可能性がある場合には、

市及びＰＦＩ事業者で協議します。 
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第８ その他特定事業の実施に関し必要な事項 
 

１ 使用言語、通貨単位及び単位 
 提案書及びその他手続きに使用する言語、通貨単位等は、日本語、日本国通

貨、日本標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とします。 
 

２ 応募に係る費用 
 参加表明書、提案書、質問の書類の作成及び提出等、本事業の応募に係る費

用は、応募グループの負担とします。 
 

３ 実施方針の公表に関する事項 
(1) 担当課 
担当課    企画政策部企画政策課 
住 所  藤沢市朝日町１番地の１ 
電 話  ０４６６－２５－１１１１ 内線２１７２ 
ＦＡＸ  ０４６６－５０－８４００ 
Eメールアドレス kikaku@city.fujisawa.kanagawa.jp 

 
(2) 実施方針に関する説明会等の開催 
 本実施方針に関する説明会及び現地見学会を次のとおり予定しています。 
日 時 ２０１６年（平成２８年）１１月２１日（月） 

（時間等詳細は、参加申込企業に別途、通知します。） 

場 所 藤が岡市民の家（藤が岡二丁目－２－Ｄ－３） 

申込期間 
及び時間 

ア 申込期間 
 ２０１６年（平成２８年）１１月７日（月）から 

  ２０１６年（平成２８年）１１月１６日（水）まで 
イ 申込時間 
 午前８時３０分から午後５時１５分まで 
（正午から午後１時までを除く。） 

参加申込 別紙「様式１」をＥメールで企画政策課に送付してください。 
メール送信後、電話（０４６６－２５－１１１１ 内線２１７２）

でＥメールの受信を確認してください。 
 

mailto:kikaku@city.fujisawa.kanagawa.jp
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その他 ア 参加人数は、１企業２人までとしてください。 
イ 本実施方針等の資料は、市のホームページよりダウンロードし、

各自持参してください。 
 

(3) 実施方針に関する質問及び意見 

 本実施方針等に関する質問及び意見の提出等については、次のとおりとし

ます。 
質問及び意

見の提出方

法 

別紙「様式２」をＥメールで企画政策課に送付してください。 
メール送信後、電話（０４６６－２５－１１１１ 内線２１７２）

で Eメールの受信を確認してください。 
 

提出期間 
及び時間 

ア 提出期間 
  ２０１６年（平成２８年）１１月 ７日（月）から 
  ２０１６年（平成２８年）１１月２８日（月）まで 
イ 受付時間 
  午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（正午から午後１時までを除く。） 

回答及び公

表等 
ア 質問に対する回答書については、２０１６年（平成２８年）１

２月下旬に、類型化し市の考え方を付してすべての提出者に一

括して回答します。提出者ごとに個別に回答はしませんのであ

らかじめご承知おきください。 
イ 質問に対する回答書は、本実施方針を補完するものとみなしま

す。 

その他 ア 電話による質問及び意見は、受け付けません。 
イ 意見についての著作権は、意見の提出者に属しますが、必要な

場合、市は、これを無償で利用できるものとします。 

 
(4) 実施方針の変更 
 市は、民間事業者からの意見等を踏まえ、ＰＦＩ法第７条に定める特定事

業の選定までに実施方針の内容を見直し、変更することがあります。 
 実施方針の変更を行った場合は、市のホームページへの掲載等の方法によ

り速やかに公表します。 
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４ その他 
(1) 情報公開及び情報提供 
 本事業に関する情報提供は、次のホームページを通じて適宜行います。 
ＵＲＬ 
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kikaku/fujigaokatop.html 

 
(2) 問合せ先 
 「第８－３－(1)担当課」と同じです。なお、実施方針の内容について直

接、電話等で回答は行いません。 
  

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kikaku/fujigaokatop.html
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別紙１ 民間収益施設に期待すること等 
 
 本事業において余剰となる床面積を有効活用し、民間事業者が民間収益施設

を設けることにより、より地域に有益な施設とするとともに、市の財政負担の

軽減への寄与を期待します。具体的には、「第１－１－(5)民間事業者に期待する
事項」に記載のとおりです。 

項 目 内 容 
施設の規模 民間収益施設の面積は、提案によります。 
施設の形態 公共機能との複合化を原則とします。 

敷地分割し、分棟配置とする場合には、複合化とする場合と比較
して、施設利用者にとって公共機能の利便性が高まる計画としてく
ださい。 

施設の所有 ＰＦＩ事業者は、公共機能と一体的に民間収益施設を整備し、民
間収益施設を所有することを原則とします。ただし、ＰＦＩ事業者
が民間収益施設を所有しない場合、選定事業者に属する企業が所有

することとします。 
建物は、市と民間収益施設の所有者で２０４１年（平成５３年）

３月３１日まで、区分所有するものとします。 
 民間収益事業を継続して実施する方策の検討を望みますが、やむ
を得ず事業を終了する場合、市は、施設を買い取ることができるも
のとし、購入価格は事業期間終了１年前より、残存簿価を前提に市

と民間収益施設の所有者との協議により決定することとします。 
土地の貸付  貸付期間は、少なくとも事業期間中とし、それ以上の期間につい

ては、民間事業者の提案により協議します。 
 貸付期間終了後、民間収益施設の所有者が引続き建物の所有を希
望する場合には、別途協議します。 

用
途 

望ましい用
途 

保育学習機能又は高齢者支援機能 
・保育学習機能の例 
 子育て支援関係施設、学習塾、料理教室、放課後児童クラブ等

施設を利用する乳幼児、小中学生及びその保護者並びに地域住民
を対象とした生活支援、学習等を行う施設。 

・高齢者支援機能の例 
 老人短期入所施設、老人デイサービスセンター、グループホー
ム、通所リハビリテーション等、地域の高齢者等の生活支援や介
護予防、交流機会の創出等を行う施設。 

自由提案用
途 

民間収益事業者の提案によるものとします。なお、市は、一般的
な共同住宅の設置は望みません。 

その他  民間収益施設の提案に当たっては、第一種中高層住居専用地域で
建築できる用途を原則とします。 
 第一種中高層住居専用地域で建築できない用途を提案する場合

は、建築基準法の許可申請にかかる費用及び期間のリスクは、ＰＦ
Ｉ事業者が負担するものとします。 
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別紙２ 土地の貸付料について 
 

土地の貸付料は、次のとおり算定するものとし、市とＰＦＩ事業者との協議

により決定します。なお、契約時の課税標準額を基に市が定める額については、

導入する民間収益施設の業務内容等により、その額を減ずる場合があります。 

 

民間収益施設所有者が負担する貸付料 

 

貸付面積 × 負担割合 × 課税標準額を基に市が定める額 

 

 

１ 貸付面積 

建築物の外壁から１ｍ外側の範囲の面積を貸付面積とします。 

 

２ 負担割合 

次の式で求めた値とします。 

 

負担割合＝ 

 

３ 提案時に用いる土地の貸付料 

平成２８年度の課税標準額に基づく土地の貸付料は、次のとおりです。 

提案時は、この額を用いて算定してください。 

  年間 １平方メートル当たり ３，９６９円 

 

 

 

 
  

民間収益施設の専有面積 
公共機能の専有面積 ＋ 民間収益施設の専有面積 
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別紙３ リスク分担表（案） 
【凡例】 
○：主分担 リスクが顕在化した場合に原則として負担することとします。 
△：従分担 リスクが顕在化した場合に限定的に負担することとします。 

リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 ＰＦＩ
事業者 

契
約
前 

募集要綱リスク  募集要綱の誤り又は変更  ○  
応募リスク  応募費用に関するもの  ○ 

契約リスク 
市の事由による契約締結の遅延又は中止 ○  
ＰＦＩ事業者の事由による契約締結の
遅延又は中止 

 ○ 

共
通 

制
度
関
連
リ
ス
ク 

政治行政リスク 

市の議会承認が得られない場合（ただ
し、ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由
がある場合を除く） 

○  

市の政策変更による事業の変更、中断又は中止 ○  

法制度リスク 

事業のうち公共施設部分に直接関係す
る法令の変更。新たな法律の成立（公共
施設部分に係るもの）  

○  

事業のうち民間収益施設部分に直接関
連する法令の変更。新たな法律の成立
（民間収益施設部分に係るもの） 

 ○ 

許認可リスク  

市の事由によるＰＦＩ事業者の許認可
取得遅延 

○  

ＰＦＩ事業者の事由による許認可取得遅
延 

 ○ 

税制度リスク 

ＰＦＩ事業者の利益、民間収益施設の整
備や運営に係る税制度の新設又は変更  

 ○ 

ＰＦＩ事業者の利益、民間収益施設の整
備や運営に係る税制度以外の税制度の
新設又は変更  

○  

社
会
リ
ス
ク 

住民対応リスク 

事業のうち公共施設部分の実施自体に
関するもの 

○  

事業のうち公共施設部分の実施自体以
外に関するもの 

 ○ 

第三者賠償リスク  
事業実施に起因して第三者に及ぼした
損害 

 ○ 

環境問題リスク  
調査や工事による騒音、振動又は地盤沈
下等に関する対応  

 ○ 

債務不履行リスク 
市の債務不履行による中断又は中止 ○  
ＰＦＩ事業者の債務不履行による中断
又は中止 

 ○ 

不可抗力リスク 
天災や暴動等自然的又は人為的な事象
（公共施設部分に係るもの） 

○ △ 

同上（民間収益施設部分に係るもの）   ○ 

経

済

リ

ス
ク 

資金調達リスク 
ＰＦＩ事業者等が実施する事業に必要
な資金調達・確保 

 ○ 

金利リスク 金利変動  ○ 
地代上昇リスク 地代の変動に伴う経費の増加  ○ 

民間収益事業に関する
リスク 

民間収益事業全般に関するもの  ○ 
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リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 ＰＦＩ
事業者 

設
計
・
建
設
段
階 

測量・調査リスク 
市が実施した測量や調査に関するもの  ○  
ＰＦＩ事業者が実施した測量や調査に
関するもの 

 ○ 

用地の確保リスク 
事業用地の確保に関するもの ○  
事業用地以外で事業に必要な進入路や
資材置き場等の確保に関するもの 

 ○ 

埋蔵文化財リスク 
埋蔵文化財の発掘調査等によるスケジ
ュール遅延及び費用に関するもの 

○  

用地の瑕疵リスク 

調査資料等で予見できることに関する
もの 

 ○ 

調査資料等で予見できないことに関す
るもの  

○  

設計変更リスク 

公共施設部分において市の提示条件・指
示の不備、市の指示による設計条件の変
更に起因するもの 

○  

公共施設部分において市の提示条件・指
示の不備、市の指示による設計条件の変
更に起因する以外のもの 

 ○ 

工期変更（遅延）リスク 

市の指示及び市の責めに帰すべき事由
による工期変更、引渡遅延 

○  

ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由に
よる工期変更、引渡遅延 

 ○ 

建設コスト増大リスク 

市の指示及び市の責めに帰すべき事由
による工事費の増大 

○  

ＰＦＩ事業者の責めに帰すべき事由に
よる工事費の増大 

 ○ 

物価変動リスク 

契約時点以降の物価変動による公共施
設部分に関する設計又は工事費の増加 

△ ○ 

契約時点以降の物価変動による民間収
益施設部分に関する設計又は工事費の
増加 

 ○ 

性能不適合リスク 要求性能不適合、施設又は設備の瑕疵  ○ 

維
持
管
理
運
営
段
階 

計画変更リスク 

市の指示による公共施設維持管理業務
の変更に関するもの  

○  

ＰＦＩ事業者の提案又は要望による公共
施設維持管理業務の変更に関するもの 

 ○ 

民間収益施設の事業内容や用途の変更
により発生する一切のリスク 

 ○ 

複合化によるリスク 
民間収益施設の損傷等が公共施設に影
響を与えるリスク 

 ○ 

物価変動リスク 

契約時点以降の物価変動による公共施
設部分に関する維持管理費用の増加 

△ ○ 

契約時点以降の物価変動による公共施
設部分に関する維持管理費用以外の費
用の増加 

 ○ 

施設改修リスク 

市の事由による公共施設改修の発生 ○  
要求水準に適合させるための公共機能
部分の改修工事実施及び費用の負担 

 ○ 

民間収益施設の改修に関連して発生す
る一切のリスク 

 ○ 
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リスクの種類 リスクの内容 
負担者 

市 ＰＦＩ
事業者 

 

需要リスク 
需要低下により民間収益施設の需要が
低下するリスク 

 ○ 

支払い不能・遅延リスク 
市の事由による費用の支払い不能又は遅
延 

○  

施設の性能 
事業期間終了時における要求性能水準
の保持 

 ○ 

終 
了 
時 

施設の性能 
終了手続き 

（民間収益施設部分を譲渡する場合）民
間収益施設譲渡後に隠れた瑕疵が発生
した場合の費用負担 

 ○ 

事業の終了時の手続きに関する諸費用
の発生及び事業会社の精算に必要な費
用 

 ○ 

 
 


